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船舶事故調査報告書 

 

平成３０年１２月１２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２９年１０月２５日 １３時２２分ごろ 

発生場所 鹿児島県いちき串木野
く し き の

市串木野港西方沖 

串木野港沖防波堤南灯台から真方位２４９°５.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°４１.１′ 東経１３０°０８.７′） 

事故の概要 作業船きづなは、北進中、船倉及び前部甲板に浸水した。 

事故調査の経過 平成２９年１１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

作業船 きづな、１２.３６トン 

２９０－７８７２長崎、有限会社久島潜水工業（Ａ社） 

１１.９５ｍ（Lr）×３.１０ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７４kＷ、昭和５１年５月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ１ 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５４年１０月１２日 

免許証交付日 平成２９年５月８日 

（平成３５年４月２１日まで有効） 

船長Ａ２ 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１１年５月１９日 

免許証交付日 平成２７年２月１６日 

（平成３２年６月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約２.０～２.５ｍ 

 事故の経過 本船は、船長Ａ１及び船長Ａ２が乗り組み、佐賀県唐津
か ら つ

市唐津港に回

航する目的で、平成２９年１０月２５日０８時１５分ごろ途中の給油

予定地である鹿児島県阿久根
あ く ね

市阿久根港に向けて鹿児島県鹿児島市鹿

児島港を出港した。 

本船は、船長Ａ１が離岸時に操船していたものの、離岸して間もな



- 2 - 

く、船長Ａ２が、船長Ａ１の操船が不安定であるように見えたので、船

長Ａ１に確認したところ、鹿児島県沿岸海域の水路状況に不案内であ

ることを聞き、同海域での操船経験があった船長Ａ２が操船を交代し

た。 

本船は、鹿児島湾を南東進した後、風及び波が平穏な状況下、薩摩

半島南岸沖を約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

西進し、鹿児島県南さつま市坊
ぼう

ノ
の

岬沖を通過した後、波高が約１.０

ｍとなった状況下で北西進した。 

本船は、南さつま市野間
の ま

岬沖を通過した後、約１０m/s の北西風が

吹き、波高が約２.０～２.５ｍとなった状況下で速力を約１１knとし

て北進した。 

船長Ａ２は、本船の左舷船首方からの波が５回に１回程度舷縁を越

えて打ち込むようになったものの、本船よりも小型な自身の所有船で

の操船経験により引き続き航行可能と判断して操船を続けた。 

船長Ａ２は、１３時００分ごろ、本船が串木野港西南西方沖約６Ｍ

を北進していたところ、船首部が沈下し、間もなく左舷側に傾斜し始

めたように感じ、船長Ａ１に、左右に分かれている燃料タンクのうち

使用するタンクの切替え操作を依頼したが、傾斜が元に戻らなかった

ので一旦停船し、船長Ａ１に前部甲板の様子を確認するよう依頼し

た。 

船長Ａ１は、前部甲板にある３個の船倉のうち、最も船首側にある

船倉の蓋が外れ、海水が同船倉の半分程度の高さまで入っていたほ

か、前部甲板上に約０.２ｍの高さまで海水がたまっている状況を認

め、船長Ａ２に報告した。 

船長Ａ２は、たまった海水を排水しようと思ったが、本船の操船が

初めてであり、排水ポンプの場所が分からず、また、船長Ａ１が本船

の状況を見て混乱し、排水ポンプの場所を説明できなかったので、た

まった海水を排水できなかった。 

本船は、船長Ａ２が排水することをあきらめ、最寄りの串木野港に

向かうこととして低速で航行を再開して同港に向けて右転したとこ

ろ、１３時２２分左舷方から波が打ち込み、船首部から船体中央部に

かけて水没し、船長Ａ２は航行不能と判断して１１８番通報を行っ

た。 

船長Ａ２は、ウェットスーツに着替え、船長Ａ１は、救命胴衣を着用

して救助を待っていたところ、１３時５０分ごろ海上保安庁の巡視艇

に救助された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、港湾工事に伴う潜水作業に従事する作業船であった。 

船長Ａ１及び船長Ａ２は、Ａ社の潜水士として期間雇用されていた。 

各乗組員の本船の操船経験は、船長Ａ１が平成２９年以降約３０回
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で、船長Ａ２が初めてであった。 

Ａ社担当者は、唐津港までの回航を指示するにあたり、船長Ａ２が

自身の所有船で鹿児島県沿岸海域の航行経験があることを知っていた

ので、鹿児島港から長崎県野母
の も

埼付近までを船長Ａ２が、野母埼から

唐津港までを船長Ａ１が操船することが望ましいと考えていたが、２

人のうちどちらが船長を務めるか、どの区間を操船するかといった具

体的な役割分担を指示していなかった。 

船長Ａ２は、鹿児島港を出港する前、自らテレビ、インターネット

等による気象情報を入手していなかった。 

Ａ社担当者は、スマートフォンで気象情報を見て、本船の予定航行

経路上で荒天が予想されたので、２５日０９時４０分ごろ船長Ａ１に

携帯電話で鹿児島県枕崎
まくらざき

市枕崎港に避難するよう指示した。 

操舵室右舷側の椅子に座っていた船長Ａ１は、Ａ社担当者から枕崎

港への避難指示があったことを船長Ａ２に言った。 

船長Ａ２は、鹿児島県長崎鼻沖を通過後、船長Ａ１が携帯電話で会話

しているところを見たものの、船長Ａ１が誰と会話しているか、ま

た、どのような目的で会話しているか分からなかったが、本事故後、

この電話がＡ社担当者から船長Ａ１に対する枕崎港への避難指示であ

ることを知り、船長Ａ１がＡ社担当者の指示内容を言ったが機関音な

どで聞こえなかったと本事故後に思った。 

船長Ａ１は、本船が枕崎港に避難せず同港沖を通過後も航行を続

け、野間岬沖を通過して風が強く波が高くなり、このまま航行を続け

ることに不安を感じたが、船長Ａ２が航行可能と判断しているのだろ

うと思い、Ａ社担当者からの枕崎港への避難指示が出ていることを再

度言ったり、最寄りの港に避難することを進言したりはしなかった。 

船長Ａ２は、出港前に本船の前部甲板を見て船倉の蓋が全て閉まっ

ていることを船長Ａ１と共に確認していたので、航行中に波で船底が

叩
たた

かれた衝撃で最も船首側の船倉の蓋が外れ、野間岬を通過してから

本船に打ち込んだ海水が船倉に入り、船首部が沈下したかもしれない

と本事故後に思った。 

船長Ａ１は、船倉に入った海水に加え、前部甲板に入った海水がス

カッパからの排水が追い付かずに滞留し、船首部が沈下したかもしれ

ないと本事故後に思った。 

本船は、操舵室前の前部甲板に潜水用のウインチなどを備えた機械

室が設けられ、航行中は同機械室が死角となって操縦席から前部甲板

の様子は見えなかった。 

船長Ａ２は、鹿児島港を出港してから船首部の沈下を感じるまでの

間、航行中に船体の異常は感じなかった。 

本船の前部甲板のスカッパにゴミなどは詰まっていなかった。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.２ｍであった。 
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本船の前部甲板の船倉は、３個の船倉がそれぞれ独立しており、甲

板下で一体になっているものではなかった。 

一つの船倉の寸法は、縦横が約１.７ｍ四方で深さが約０.８ｍであ

り、船倉の蓋の寸法は、船首尾方向が約０.８ｍで船横方向が約１.２

ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

本船は、串木野港西方沖において約１１knの速力で北進中、風速約

１０m/s の北西風が吹き、波高約２.０～２.５ｍの状況下、船長Ａ２

が、自身の所有船での操船経験により航行可能と思い、航行を続けて

いたところ、波が左舷船首方から打ち込んで蓋が外れた船倉に海水が

流入及び前部甲板に海水が滞留したことから、浸水したものと考えら

れる。 

本船は、Ａ社担当者が船長Ａ１に伝えた枕崎港への避難の指示が、

機関音などにより船長Ａ１から船長Ａ２へ明確に伝わらなかったことか

ら、同港への避難に至らなかった可能性があると考えられる。 

本船の船倉の蓋は、航行中に波で船底が叩かれた衝撃で外れた可能

性があると考えられる。 

船長Ａ２は、本船の操舵室前の機械室が死角となり、前部甲板の船

倉の蓋が外れていた状況に気付かなかったものと考えられる。 

船長Ａ２は、本船を操船するのが初めてで排水ポンプの場所を知ら

ず、また、船長Ａ１が混乱して船長Ａ２に排水ポンプの場所を説明でき

なかったことから、たまった海水を排水できなかったものと考えられ

る。 

船長Ａ２は、Ａ社担当者から本船船長の役割分担について、具体的

な指示を受けていなかったことから、本船の船長として操船している

明確な認識を持っていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、串木野港西方沖において約１１knの速力で北進

中、風速約１０m/s の北西風が吹き、波高約２.０～２.５ｍの状況

下、船長Ａ２が、航行を続けていたところ、波が左舷船首方から打ち

込んで蓋が外れた船倉に海水が流入及び前部甲板に海水が滞留したた

め、浸水したものと考えられる。 

本船は、Ａ社担当者が船長Ａ１に伝えた枕崎港への避難の指示が、

機関音などにより船長Ａ１から船長Ａ２へ明確に伝わらなかったことか

ら、同港への避難に至らなかった可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・操船者は、自らの操船経験を過信せず、正確な気象情報を入手し
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て航行の可否を適切に判断すること。 

・波の打ち込みを受ける状況下で航行する場合、前部甲板や船倉の

状態を確認すること。 

・船舶所有者等は、航海の命令を行う際は、船内における職務と役

割分担について具体的かつ明確に指示すること。 

・乗組員間で船舶所有者等から受けた指示内容を確実に共有するこ

と。 

・船舶所有者等は、乗組員に対して具体的な指示内容を確実に伝え

ること。 

・排水設備の設置場所を把握しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

  

事故発生場所 

（平成２９年１０月２５日 

１３時２２分ごろ発生） 

串木野港沖 

防波堤南灯台 

野間岬 

坊ノ岬 

枕崎市 

枕崎港 

長崎鼻 

鹿児島港 

鹿児島県 
鹿児島市 

いちき串木野市 

同乗者とＡ社担当者

とが携帯電話で会話 

０８時１５分ごろ

出港 


